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各都道府県・指定都市教育委員会総務課      

附属学校を置く各国立大学法人附属学校事務担当課      

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課  御中 

小中高等学校を設置する学校設置会社を  

所轄する構造改革特別区域法第 12 条第１項の 

認定を受けた各地方公共団体担当課 

 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

「新型コロナウイルス感染状況把握調査」の変更のお知らせ 

 

平素より標記調査については，御協力を賜りありがとうございます。 

今般、全国の感染事例を集約する際に新たに必要となる項目の追加など、調査の回答様

式に変更がありますのでお知らせいたします。引き続き、学校における幼児児童生徒（以

下、児童生徒等とする。）や教職員の新型コロナウイルスの感染状況を把握し、感染防止策

に関する情報提供等を行うため、御協力をお願いいたします。 

 

記 

 

１．感染事例の報告について 

学校の児童生徒等又は教職員が新たに感染した場合、速やかに（可能であれば報道発表

と同時に）御報告いただきますようお願いします。報告は１名の感染者ごとに１回ずつ御

入力ください。 

下記 URL の幼児児童生徒用の回答フォームと教職員用の回答フォームへの記入をお願い

いたします（以前の報告内容から変更になっている項目があります。）。 

 

 幼児児童生徒用： https://pf.mext.go.jp/admission/21016-2-2.html  

教職員用：    https://pf.mext.go.jp/admission/21017-2-2.html  

 

○各都道府県教育委員会におかれては、設置する学校における感染事例（児童生徒等及

び教職員）を報告いただくとともに、域内の市区町村に対して各々が設置する学校の

感染事例（児童生徒等及び教職員）について報告いただくよう改めて周知願います。 

○指定都市教育委員会及び附属学校を置く各国立大学法人附属学校事務担当課におかれ

ては、設置する学校における感染事例を報告いただきますようお願いいたします。 

○都道府県私立学校主管部課及び構造改革特別区域法(平成 14 年法律第 189 号)第 12 条

第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては、所轄の学校

法人等を通じてその設置する学校における感染事例を報告くださいますようお願いい

たします。 

 

 

https://pf.mext.go.jp/admission/21016-2-2.html
https://pf.mext.go.jp/admission/21017-2-2.html


２．回答フォームによる報告内容の変更について 

  報告いただく内容について、個々の事例を集約し、傾向等を分析する必要があるこ

とから、以下の項目を追加及び変更することといたします。なお、後ほどお問い合わ

せをさせていただくことがありますので、入力フォームは印刷してお手元に保管くだ

さい。 

○学校種 

 ・義務教育学校、中等教育学校においては、前期課程、後期課程の区分を選択してくだ

さい。 

・特別支援学校においては、幼稚部、小学部、中学部、高等部の区分を選択してくださ

い。 

 ○変異株検出の有無 

  ・「有」「無」「未検査」「検査実施の有無不明」を選択してください。 

  ・「有」の場合はその内容を回答してください。（イギリス型、○○型など） 

○臨時休業 

・学校の全部又は一部の臨時休業それぞれにおける休日を除いた休業日数と開始日を

回答してください。（開始日は４月 12 日であれば 0412 としてください。）すでに学

校が臨時休業中であった場合にも、当該事例による休業日数をお答えください。 

 

３．追加の報告について 

 感染経路や PCR 検査実施件数、学校の臨時休業の日数について、修正や追加の情報があ

る場合は、件名を下記のとおりとし、hoken@mext.go.jp までメールでお知らせください。 

（メール件名例） 

（差し替え）新型コロナウイルス感染状況把握調査（児童生徒等又は教職員）００００００００００ 

↑回答番号 

 

４．複数の感染者が発生した場合について 

 同一学校で 10 人以上の感染者が発生した場合には、フォームに代わる報告様式を別途お

送りいたしますので下記連絡先まで御連絡ください。 

 

５．公表について 

個人や学校の特定に繋がるような情報又は個人情報については、公表いたしません。 

 集計、分析した結果については、個人や学校が特定されないよう加工した上で公表又は

情報提供する場合があります。また、学校内における感染について分析するために研究に

用いることがあります。 

 

６．都道府県教育委員会と市町村教育委員会への御連絡について 

 本調査では都道府県教育委員会及び市区町村教育委員会から文部科学省に直接御報告い

ただく形となりますが、個別の事例についてそれぞれの教育委員会に直接御連絡させてい

ただくことがありますので御了承ください。 

 

７．新しい回答フォームへの移行について 

新しい回答フォームでの報告に順次移行していただくようお願いいたします。なお、旧

フォームは４月９日以降御利用できなくなります。 

（本件問合せ先） 

文部科学省初等中等教育局 健康教育・食育課 感染状況調査担当 

TEL：03-6734-2918、03-6734-2931 E-mail：hoken@mext.go.jp 

mailto:hoken@mext.go.jp

